
  

津市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱 

 

平成２９年３月３１日訓第５６号  

 

改正 令和４年２月２５日訓第５号 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等の環境保全に効

果の高い営農活動に取り組む農業者に対して支援することにより、農業分野

の有する環境保全機能を一層発揮させるため、環境保全型農業直接支払交付

金実施要綱（平成２３年４月１日付け２２生産第１０９５３号農林水産事務

次官依命通知。以下「実施要綱」という。）及び環境保全型農業直接支払交

付金実施要領（平成２３年４月１日付け２２生産第１０９５４号農林水産省

生産局長通知。以下「実施要領」という。）に基づき農業生産活動（実施要

綱別紙第１の４の活動をいう。以下「交付対象活動」という。）の実施を推

進する活動に取り組む農業者団体等（実施要領第１の農業者団体等をいう。

以下同じ。）に対して、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４

号。以下「規則」という。）の規定に基づき交付金を交付することに関し必

要な事項を定めるものとする。 

 （名称） 

第２条 前条の交付金は、「環境保全型農業直接支払交付金」（以下「交付金」

という。）と称する。 

 （交付の対象） 

第３条 交付金は、実施要綱及び実施要領に基づき、本市の区域内における農

業振興地域（農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第６条第１項の規定により指定された農業振興地域をいう。）に存する農地

（以下「交付対象農地」という。）において、交付対象活動に取り組む農業

者団体等に対し、これを交付するものとする。 

 （交付金の額） 

第４条 交付金は、別表の左欄に掲げる交付対象活動の区分に応じ、同表の右

欄に掲げる額を限度とし、予算で定める範囲内において、これを交付するも

のとする。同一農地において、交付対象活動を複数組み合わせて行った場合

も、同様とする。 



  

 （実績の報告） 

第５条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

交付対象活動が完了した日から起算して３０日を経過した日又は交付金の交

付の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までに、これを行わ

なければならない。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

この訓は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年２月２５日訓第５号） 

この訓は、令和４年２月２５日から施行し、改正後の第４条及び別表の規定

は、令和３年４月１日から適用する。 



  

別表（第４条関係） 

交付対象活動 交付限度額 

実施要綱別紙第１の４⑴に規定する５割低 

減の取組（以下「５割低減の取組」という｡) 

と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資

する施用を組み合わせた取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり４，４００円 

５割低減の取組とカバークロップ（緑肥の

作付け）を組み合わせた取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり６，０００円 

５割低減の取組とリビングマルチ（緑肥の

作付け）を組み合わせた取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり５，４００円 

５割低減の取組と草生栽培（緑肥の作付け） 

を組み合わせた取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり５，０００円 

５割低減の取組と不耕起播種を組み合わせ

た取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり３，０００円 

５割低減の取組と長期中干しを組み合わせ

た取組 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり８００円 

５割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり８００円 

有機農業の取組（そば、あわ、ひえ、きび

及び飼料作物（以下「そば等」という。）

以外の作物に関するもの） 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり１２，０００円 

有機農業の取組（そば等に関するもの） 交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり３，０００円 

総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）技術の

実践（なし、かき、かんきつ、キャベツ、

なばな、いちご及び茶に関するもの) 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり８，０００円 

 

畦畔の機械除草及び化学肥料・化学合成農

薬不使用栽培（大豆に関するもの) 

交付対象農地の面積１０ア 

ール当たり５，０００円 

備考 

１ ５割低減の取組とリビングマルチ（緑肥の作付け）を組み合わせた

取組のうち、小麦又は大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合

の交付限度額は、交付対象農地の面積１０アール当たり３，２００円

とする。 



  

２ 有機農業の取組（そば等以外の作物に関するもの）のうち、炭素貯

留効果の高い有機農業を実施する場合の交付限度額は、交付対象農地

の面積１０アール当たり１４，０００円とする。 

 


